
『『卸卸商商業業団団地地のの機機能能をを向向上上ささせせるる事事業業へへのの支支援援をを受受けけたたいい』』  
 

卸商業団地機能向上支援事業 
                                   

  せさ                                 

                                   

                                   

 

 
対象となる方  

卸商業団地を形成する事業協同組合 
 
 

支援内容  
助成対象となる事業は、団地再整備事業と共同事業機能強化事業の2種類とし、各事業を実施

するに当たって必要な調査研究、事業化調査、基本計画・詳細計画策定、システム開発などの費用
の一部を助成します。ただし、研修の実施など共同事業に係る経費の支出は助成対象外となります。 

 
（１）団地再整備事業 

・建て替え（ビル方式、連棟式、街区式などの方式変更を含む。） 
・新規立地への移転 
・街並・景観の整備 
・物流センターの建設 
・防災・防犯への対応 
・その他団地再整備への対応 

 
（２）共同事業機能強化事業 

・省エネ・新エネなど環境問題への対応 
・情報システムの構築 
・リテール・サポートの強化 
・空き物件の有効活用 
・新事業の展開（保育所の設置など） 
・教育・人材確保・雇用対策 
・その他共同事業機能強化への対応 

 

ご利用方法 
全国中小企業団体中央会へお問い合わせください。 

 
 
 
 
 
 
 

 卸商業団地における施設の建て替えや新規立地への移転等の団地再整備、各種共同事業の

再構築等による機能強化など、団地機能を向上させるために行う事業の実施に関する調査研究や

事業化調査、基本計画・詳細計画の策定等に対して支援します。 

お問い合わせ先 
 全国中小企業団体中央会振興部  

TEL：03-3523-4905  URL：http://www.chuokai.or.jp/ 
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